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今月号の主な内容

■ 広報たかぎ

　・消防団改革  …………………………２面

　・福祉灯油券支給  ……………………３面

　・確定申告はお早めに  ………………４面

　・後期高齢者医療制度  ………………６面

　・次世代ネット新名称募集  …………７面

■ 健康アップＰＰＫ  ……………９面

■ 保育園だより  …………………１０面

■ 学校だより　喬木中学校  ……１１面

■ 交流センター便り  ……………１２面

■ 社協だより ひなたぼっこ  …１３面

■ オフトークたかぎ  ……………１４面

消防団出初式（消防団出初式（１月６日）１月６日）
消防団の出初式で交流センター前までパレードが行なわれまし消防団の出初式で交流センター前までパレードが行なわれましたた。。

村消防団は今年、大きな改革の年となります。村消防団は今年、大きな改革の年となります。 （関連記事・２面）（関連記事・２面）
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村
で
は
、
村
消
防
団
員
が
定
員

を
大
き
く
割
り
込
む
状
況
や
、
人

口
減
少
高
齢
化
が
進
む
山
間
集
落

の
防
災
組
織
の
見
直
し
等
に
対
応

す
る
た
め
、
昨
年
七
月
、
村
消
防

委
員
会
（
会
長
・
横
前
豊
さ
ん
）

に
消
防
団
員
定
数
等
の
改
定
に
つ

い
て
意
見
を
求
め
ま
し
た
。
消
防

委
員
会
で
は
こ
れ
を
受
け
検
討
を

行
い
、
昨
年
十
一
月
二
六
日
大
平

村
長
に
答
申
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

検
討
さ
れ
た
内
容
は
・
消
防
団

員
定
数
・
消
防
団
班
の
統
廃
合
・

手
当
等
の
見
直
し
・
消
防
協
力
員

の
見
直
し
の
四
項
目
で
、
答
申
内

容
を
ふ
ま
え
村
で
は
「
喬
木
村
消

防
団
基
本
方
針
」（
下
記
参
照
）
を

ま
と
め
十
二
月
定
例
村
議
会
並
び

に
区
長
会
に
報
告
し
、
来
年
四
月

か
ら
実
施
す
る
よ
う
準
備
を
進
め

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

平成20年消防団出初式

喬木村消防団員数
基本方針（目標）平成１９年度

班名分団名
小計団員数小計団員数

10
3

22
14本 部 役 員

78女 性 班本 部 付

80

20

57

11北 班

第 １ 分 団

1610町 郭 班

1813南 班

66寺 之 前 班

107帰 牛 原 班

10
（統合）

6加 々 須 班

4大 島 班

55

10

42

10馬 場 両 平 班

第 ２ 分 団
1010田 上 川 班

108上 平 班

2514伊 久 間 班

35

21

33

17富 田 班

第 ３ 分 団 14
（統合）

9大 和 知 班

7氏 乗 班

180154合　　　計

基　本　方　針

・団員の定数　２００人→１８０人

・班の統廃合　大島班を加々須班に統合
　　　　　　　加々須大島班

　　　　　　　氏乗班を大和知班に統合
　　　　　　　大和知氏乗班

・消防団員手当　活動交付金の引き上げ
　　　　　　　一般団員17,000円→25,000円

　　　　　　　出勤手当は活動交付金とし、
班を通じ個人支給

・消防協力員　大島・氏乗地区の定数増
　　　　　　　５人→１０人

　　　　　　　役場消防ＯＢ協力員組織（４０歳
以下）を編成

　　　　　　　年額手当の引き上げ
　　　　　　　5,000円→12,000円

情報誌 ２００8.23
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イ　

前
年
中
（
平
成
十
九
年
一
月

一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一

日
）
に
事
業
所
得
、
土
地
・

建
物
を
貸
し
た
不
動
産　

所

得
、
土
地
・
建
物
を
売
っ
た

譲
渡
所
得
な
ど
が
あ
っ
た
人

ロ　

二
ヶ
所
以
上
か
ら
給
与
・
年

金
を
受
け
た
人

ハ　

給
与
所
得
者
で
給
与
以
外
の

所
得
が
あ
る
人

ニ　

年
金
所
得
者
の
方
は
、
全
員

申
告
し
て
く
だ
さ
い

ホ　

内
職
、
家
事
手
伝
、
パ
ー
ト

な
ど
で
所
得
税
の
源
泉
徴
収

を
受
け
な
か
っ
た
人
。
ま
た

は
年
末
調
整
を
し　

て
い
な

い
人

ヘ　

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除

（
改
正
）、
雑
損
・
医
療
費
・

寄
付
金
控
除
を
受
け
よ
う
と

す
る
人

イ　

税
務
署
へ
平
成
十
九
年
分
所

得
税
の
確
定
申
告
書
を
提
出

す
る
人

ロ　

一
ヶ
所
か
ら
の
給
与
所
得
の

み
で
、
勤
務
先
で
年
末
調
整

を
行
っ
た
人

イ　

申
告
用
紙
（
確
定
申
告
書
の
送

付
の
あ
っ
た
人
の
み
）

ロ　

農
業
所
得
の
収
支
計
算
書
（
内

訳
書
）
※
全
量
自
家
消
費
の
方

は
不
要

ハ　

平
成
十
九
年
分
源
泉
徴
収
票

（
給
与
、
年
金
等
）

ニ　

印
鑑

ホ　

建
設
国
保
保
険
料
、
国
民
年
金

保
険
料
・
国
民
年
金
基
金
の
掛

金
、
農
業
者
年
金
保
険
料
等
の

証
明
書
等

ヘ　

生
命
保
険
料
、
長
期
損
害
保
険

料
（
改
正
）、
地
震
保
険
料
（
改

正
）
小
規
模
企
業
共
済
等
の
掛

金
支
払
証
明
書

ト　

医
療
費
控
除
を
受
け
る
方
は
、

領
収
書
、お
む
つ
使
用
証
明
書
、

在
宅
介
護
費
用
証
明
書
等

チ　

初
め
て
住
宅
借
入
金
等
特
別
控

除
の
適
用
を
受
け
る
方
は
、
新

築
住
宅
の
登
記
事
項
証
明
書
、

請
負
契
約　

書
又
は
売
買
契
約

書
の
写
、
住
民
票
、
借
入
金
年

末
残
高
証
明
書

リ　

配
偶
者
特
別
控
除
を
受
け
る
方

は
、
配
偶
者
の
源
泉
徴
収
票

ヌ　

障
害
者
控
除
を
受
け
る
方
は
、

身
体
障
害
者
手
帳
等

ル　

還
付
先
あ
る
い
は
引
落
口
座
番

号
の
わ
か
る
預
金
通
帳

　

次
に
該
当
さ
れ
る
方
は
、
還
付

申
告
さ
れ
る
と
所
得
税
が
返
っ
て

き
ま
す
。

イ　

給
与
所
得
者
で
、
雑
損
控
除
・

医
療
費
控
除
・
住
宅
借
入
金

等
特
別
控
除
を
受
け
る
人

ロ　

給
与
所
得
者
で
退
職
し
、
納

め
過
ぎ
の
所
得
税
の
あ
る
人

ハ　

予
定
納
税
者
で
確
定
申
告
の

必
要
が
な
く
な
っ
た
人

　所得税の確定申告と住民税の申告を行う時期となりました。村では２月１８日より３月１７日まで、納税相談

を行いますので忘れずに申告をしてください。期限間近になりますと大変混雑しますので申告は早めに済ま

せましょう。

申
告
が
必
要
な
人

申
告
が
必
要
な
人

申
告
し
な
く
て
も
よ
い
人

申
告
し
な
く
て
も
よ
い
人

申
告
に
必
要
な
も
の

申
告
に
必
要
な
も
の

納 税 相 談 日 程

２月１８日～３月１７日（土日を除く）

会場　役場庁舎１階　税務会計室窓口

※今年度より地区出張納税相談は行いません。

※受付時間は午前９時から午後４時までです。

※国税電子申告・納税システム（e-Tax）による申告

をご利用下さい。

 e-Taxホームページ（http://www.e-tax.nta.go.jp）

給
与
所
得
者
の　
　

　
　
　
　

還
付
申
告

情報誌 ２００8.25

平成１９年分申告の主な改正点

◎地震保険控除が創設されました
　損害保険料控除を廃止され、替わりに平成20年度課税分から「地震保険料控除」が創設されました。

　※契約期間が1年の短期損害保険料控除は廃止となります。長期損害保険料控除も廃止ですが、平成18年

12月31日までに締結した契約は経過措置として、今までどおり控除となります。

◎住宅ローン特別税額控除
　所得税から市町村県民税への税源移譲により所得税が減額となったことで、住宅借入金等特別控除（住宅

ローン控除）額が所得税額（納めるべき額）より多くなり、所得税で控除できる住宅ローン控除額が減る場

合があります。そのため、所得税から控除されなかった分を市町村民税から控除する経過措置がとられるこ

ととなりました。ただし控除されなかった額がある場合は、住民税の申告が必要になります。

■対象　平成１１年から平成１８年までに居住開始し、住宅借入金特別控除を受けてい

る方で次に該当する方

①税源移譲により所得税が減少した結果、所得税額が住宅借入金等控除額より少なくなる方

②元々住宅借入金等特別控除額が所得税額より多く、税源移譲で控除できない額が更に増えた方

■手続き　申告期限　平成20年３月17日（月）
　　　　　　　　○所得税の確定申告を行う方……………確定申告に併せて住民税申告

　　　　　　　　○所得税の確定申告をされない方………源泉徴収票を添付して住民税申告
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○現在の「老人保健制度」は廃止され、平成20年4月から新たな独立した医療制度である「後期高齢者医
療制度」が創設されます。

○「後期高齢者医療制度」は県内の全ての市町村が加入する「長野県後期高齢者医療広域連合」で運営され
ます。

①対象者

　・７５歳以上の方（７５歳の誕生日から資格取得）

　・６５歳以上７５歳未満の障害認定者の方（障害認定は、申請により取り下げ可能です。）

②保険料

　後期高齢者医療制度では、高齢者のみなさん１人ひとりから公平に保険料を負担していただくことになります。

　・保険料の額は、その方の「所得に応じてご負担いただく部分（所得割）」と「等しくご負担いただく部分（被

保険者均等割）の合計になります。

　・所得の低い世帯の方には、被保険者均等割が軽減（７割、５割、２割）されます。

　・どんなに所得の高い方でも、年５０万円が最高になります。

　・保険料は年金から天引きされます。なお、年金の年額が１８万円未満の方、介護保険料との合計額が年額の２分

の１を超える方は天引きされず、納付書により納付いただきます。

③窓口負担

お医者さんにかかるときの窓口負担は、老

人保健と変わらず、原則、一般の方は１割

負担が継続されます。現役並みの所得があ

る方は３割負担です。

④保険証

後期高齢者医療制度の新しい保険証になり

ます。（平成20年3月下旬にお手元に届きま

す。）なお、保険証は１人１枚のカード型に

なります。

お問い合せ

　健康推進室　�33－5125（直通）

「国民健康保険に加入していた方」や

「サラリーマンで健康保険の被保険者」

であった方

国保や健康保険の保険料から後期高齢者医療制度の保

険料に切り替わります。�

「健康保険や共済組合の被保険者の被扶

養者」であった方

新しく保険料をご負担いただくことになります。「加

入から2年間は、被保険者均等割の半額」に軽減され

ます。ただし、平成20年4月から9月までは保険料負担

を凍結し、10月から平成21年3月までは保険料を9割軽

減することとしています。

�

　【年額保険料の算式】

　　「総所得金額×６.５３％」 ＋ 「被保険者均等割３５,７８７円」 ＝ 「保険料」

　　なお、長野県の１人当たり平均保険料額は５５,０５２円になります。（軽減後）

�

�

�

�

�����������������������������

�����������������������������

�
�
�
�

�
�
�
�

被用者保険の被扶養者に該当するか
検討してみましょう。

　事業所等に被扶養者になれる条件（年間収入額等）を確認し、

条件を満たしている場合は届出を検討してください。被扶養者

になると、国保税の負担がなくなります。（被用者保険では、被

扶養者の保険料は制度全体で負担しますので個人の負担がなく

なります。）また、後期高齢者医療制度で、保険料の軽減が受け

られます。

　国民健康保険に加入していて、この制度に移行する方で、同

一世帯に国保以外の保険に加入している親族がいる場合、扶養

認定について被保険者の勤める事業所に相談してみましょう。

情報誌 ２００8.27

は
後
部
座
席
の
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
着

用
も
義
務
化
さ
れ
、
七
五
歳
以
上

の
高
齢
運
転
者
は
高
齢
運
転
者
標

識
（
通
称：

も
み
じ
マ
ー
ク
）
の

表
示
が
義
務
化
さ
れ
ま
し
た
。（
七

〇
〜
七
四
歳
は
努
力
義
務
で
す
。）

　

飯
田
警
察
署
管
内
に
お
け
る
平

成
十
九
年
の
交
通
死
亡
事
故
件
数

は
十
一
件
で
あ
り
、
う
ち
九
件
は

高
齢
者
が
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。
喬

木
村
交
通
安
全
協
会
で
は
、
高
齢

者
が
事
故
に
巻
き
込
ま
れ
な
い
よ

う
に
す
る
た
め
、
従
来
か
ら
も
み

　

平
成
十
九
年
六
月
に

道
路
交
通
法
が
改
正
と

な
り
、
飲
酒
運
転
に
対

す
る
罰
則
の
強
化
や
飲

酒
運
転
を
す
る
お
そ
れ

の
あ
る
者
へ
の
車
両
提

供
、
同
乗
等
も
罰
せ
ら

れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し

た
。

　

ま
た
、
一
年
以
内
に

じ
マ
ー
ク
と
夜
間
反
射

タ
ス
キ
を
高
齢
者
の
方

に
無
料
で
配
布
し
て
い

ま
す
の
で
、
ご
希
望
の

方
は
、
交
通
安
全
協
会

事
務
局
（
役
場
総
務
課

生
活
安
全
担
当
）
ま
で

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

������
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������
������
������

も
み
じ
マ
ー
ク

も
み
じ
マ
ー
ク
・・
夜
間
反
射

夜
間
反
射
タ
ス
キ

タ
ス
キ

を
つ
け
ま
し
ょ
う

を
つ
け
ま
し
ょ
う

　
　

喬
木
村
交
通
安
全
協
会
で
は
、

喬
木
村
交
通
安
全
協
会
で
は
、

無
料
で
配
布
し
て
い
ま
す

無
料
で
配
布
し
て
い
ま
す

喬木村では、オフトーク放送に代わる音声告知放

送がこの４月１日からスタートします。放送内容

は、今までのように村内の身近なお知らせや、話

題を音声で放送するほか、新らたに行政放送・緊

急放送をテレビによる文字放送でも行います。そ

こで、この放送施設の名称を募集します。

募集方法

はがき、ＦＡＸ又は電子メールに、次の事項を記

入してお送りください。 

　①氏名　②年齢　③住所　④電話番号

　⑤名称　⑥名称説明又はその理由 

　＊別紙応募用紙でも可

応募資格

　どなたでも結構です。

募集期日

　平成２０年２月２5日

応募仕様

　漢字・カタカナ・アルファベット問いません

お問い合わせ

　喬木村役場企画財政室 

　電　話　0265－33－5129 

　ＦＡＸ　0265－33－4511 

　eメール  muradukuri@vill.takagi.nagano.jp

次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代ネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネッッッッッッッッッッッッッッッッッッッットトトトトトトトトトトトトトトトトトトトワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワーーーーーーーーーーーーーーーーーーーークククククククククククククククククククク次世代ネットワーク
新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称新名称ををををををををををををををををををををを募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集募集ししししししししししししししししししししまままままままままままままままままままますすすすすすすすすすすすすすすすすすすすします

消
防
団
出
初
式

永
年
の
活
動
に

表
彰
伝
達

長野県消防協会表彰
宮 下 孝 行前団長退団者感謝状

小 山　 豊第一分団副分団長功 労 章

城 田 祐 輔第三分団長努 力 章

牧 野 秀 樹第二分団長精 績 章

近 藤 健 吾機関長技 術 章

山 上　 喬第一分団長精 勤 章

飯 島 浩 司第三分団副分団長

根 井 真 也救護長

岩 本 和 浩誘導長

牧 内 智 則喇叭長

木 村 史 博本部旗手

飯伊消防協表彰
原　 真 一第二分団副分団長功 績 章

原　 達 也班長（寺之前班）

小 山　 豊第一分団副分団長功 労 章

原 茂班長（寺之前班）

市 瀬 和 彦班長（帰牛原班）

小 池 幸 久班長（富田班）

北部地区班表彰
山 上　 喬第一分団長努 力 章

牧 野 秀 樹第二分団長

城 田 祐 輔第三分団長
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平
成
二
十
一
年
三
月
大
学
・
短

大
・
専
門
学
校
等
卒
業
予
定
者
で

飯
伊
地
域
に
就
職
を
希
望
す
る

方
々
に
「
学
生
就
職
登
録
」
を
行

な
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
進
め
て

い
ま
す
。

　

こ
の
登
録
を
行
な
う
と

①
企
業
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
・
求
人
情

報
の
提
供
（
作
成
次
第
送
付
）

②
就
職
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
案
内

　

（
二
月
に
開
催
）

　

年
3
月
新
卒
者

２１学
生
就
職
登
録

１月の村税等
口座振替日納期限

1月25日

◎口座振替の方は
預金の残高確認
をお願いします。

1月31日

村県民税（第４期）

国保税（第１０期）

介 護 保 険 料

保 育 料

上 下 水 道 料

2
月
の
結
婚
相
談
日

○
日　

時

　

二
月
九
日　

土
曜
日

○
時　

間

　

午
後
七
時
〜
午
後
八
時
三
十
分

○
場　

所

　

喬
木
村
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

　

第
一
会
議
室

※
相
談
日
に
関
わ
ら
ず
、
随
時
左

記
に
て
結
婚
に
つ
い
て
の
ご
相

談
を
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
。

○
お
問
い
合
せ

　

喬
木
村
役
場　

住
民
課
福
祉
係

　

担
当：

市　

瀬

　

電
話：

　

－

５
１
２
３

３３

　

長
野
県
内
の
事
業
場
で
働
く
全

て
の
労
働
者
と
労
働
者
を
一
人
で

も
使
用
し
て
い
る
全
て
の
使
用
者

に
適
用
さ
れ
る
「
長
野
県
最
低
賃

金
」
と
、
特
定
の
産
業
に
対
し
定

め
ら
れ
て
い
る
「
産
業
別
最
低
賃

金
」
が
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
機
会
に
、
ぜ
ひ
賃
金
の
確

認
を
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
せ

　

飯
田
労
働
基
準
監
督
署

　

�
0
2
6
5－

　

－

2
6
3
5
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長
野
県
最
低
賃
金
改
正

③
就
職
面
接
会
の
案
内
（
五
月
・

十
一
月
等
に
開
催
を
予
定
）

④
そ
の
他
の
就
職
情
報
を
随
時
提
供

　

が
、
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

登
録
の
方
法
は
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
に
備
え
付
け
て
あ
る
「
学
生
就

職
登
録
票
」
に
記
入
し
て
い
た
だ

き
提
出
す
る
方
法
と
、
飯
田
職
業

安
定
協
会
で
運
営
す
る
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
「
イ
イ
ダ
カ
イ
シ
ャ
ナ
ビ
」
に

メ
ル
マ
ガ
登
録
、
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク

申
し
込
み
を
し
て
い
た
だ
く
方
法

が
あ
り
ま
す
。

　

h
ttp
://w

w
w
.iid
a
jo
b
.co
m
/

　

保
護
者
が
代
理
で
い
た
だ
く
こ

と
も
可
能
で
す
。

○
お
問
い
合
せ

　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
飯
田　

学
卒
係

　

�
0
2
6
5－

　

－

8
6
0
9
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■演　題　　「伊那谷の気象と地球温暖化が及ぼす当

地域への影響」

■講　師　　 村  山 　 貢  司 　先生
むら やま こう じ

　　　　　　（�気象業務支援センター　気象予報士)

■と　き　　平成２０年２月３日(日)
　　　　　　１４時 ００分～１５時３０分

■ところ　　高森町福祉センター　大ホール　２F
　　　　　　下伊那郡高森町下市田　（高森町役場

となり）

■主　催　　地球温暖化防止講演会実行委員会
　　　　　　北部５町村の地球温暖化防止活動推進員
　　　　　　下伊那地方事務所
　　　　　　北部地区ふるさと振興協議会
　　　　　　（松川町、高森町、喬木村、豊丘村、大鹿村）

効力発生
年 月 日

引上率
（％）

引上額
（円）

改正前
時間額

改　正
時間額
（円）

地 域 別
最 低 賃 金

平成19年
10月21日

2.14％14円655円669円長野県最低賃金

効力発生
年 月 日

引上率
（％）

引上額
（円）

改正前
時間額

改　正
時間額
（円）

産 業 別
最 低 賃 金

平成19年
12月15日

1.32％10円757円767円

電気機械器具、
情報通信機械器
具、電子部品・
デバイス、精密
機械器具製造業
最 低 賃 金

平成19年
12月19日

1.30％10円769円779円

一般機械器具、
自動車・同付属
品、船舶製造・
修理業、舶用機
関製造業
最 低 賃 金

平成19年
12月31日

1.23％９円730円739円
各種商品小売業
最 低 賃 金

平成19年
12月31日

0.27％２円736円738円
印刷、製版業
最 低 賃 金

入場は
無料です


